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5月 25日からの学校再開について（お知らせ） 

 

保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のことと拝察いたします。 

日ごろから本校の教育活動につきまして、深いご理解と多大のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のために、分散登校・時差登校・遠隔授業・寮生の２週間経過観察

を続けてまいりましたが、5月 25日（月）から学園全体が学校再開することになりました。 

鹿児島県は緊急事態宣言の対象から外れていますが、コロナウイルス感染の危険性がないわけでは

ありませんので、学園全体で十分な注意を払いながら感染防止対策を実施して児童・生徒・学生が安心

して学校生活を送れるように努めて参ります。 

感染予防対策の一つとして、しばらくの間はＪＲ通学生の時差登校（別紙）と学校開始時間を 15 分ずら

してショートホームを 8時 45分からスタート、授業を 45分に短縮、昼食時間を長めにとり前半後半に分け

て昼食をとれるようにしました。 

今後も各ご家庭におかれまして、３つの密、手洗い・うがいの励行、マスク着用、咳のエチケット、体力・

抵抗力維持のための規則正しい生活やバランスのとれた食生活など、各方面から指摘されている予防の

ための留意点を今一度徹底してください。 

保護者の皆様にはご心配をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

【追記】 

◎現在自宅学習中の高等部 1，2 年生は、学級担任が健康状態を聞き取り、確認してから登校となります。 

◎学校再開後、登校前に健康状態を確認し、発熱等の風邪症状が見られたときは登校を控えていただく

ことになりますので、必ず担任に連絡をしてください。登校時は、必ずマスク（材質や色は問いません）

の着用をお願いいたします。 

※なお、息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合や糖

尿病、呼吸器疾患等の基礎疾患のある場合、免疫抑制剤等を用いる場合で発熱や咳などの比較的

軽い風邪の症状があり発熱や比較的軽い風邪症状が続く場合、「帰国者、接触者相談センター」や

かかりつけ医療機関等に電話などで相談するようお願い申し上げます。 

◎日曜・祝日等の休みの日は、不要不急の外出を避けていただき、旅行などを控えていただけますよう

お願い申し上げます。 

◎部活動の練習についても通常の練習に戻りますので、顧問の指示に従い感染予防に努めながら練習

に励んでください。 


